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農林作物被害防止への支援

　

イ
ノ
シ
シ
等 
防
護
柵　

　
　
　
　
　
　

設
置
事
業

　

新
し
い
材
料
を
使
用
し
て
、
個
人

設
置
で
１
０
０
�
以
上
、
共
同
設
置

（
２
戸
以
上
）で
２
０
０
�
以
上
の
イ

ノ
シ
シ
等
の
防
護
柵
を
設
置
す
る
場

合
が
対
象
で
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
、
サ
ル
の
侵

入
防
止
柵
に
つ
い
て
も
補
助
対
象
と

し
、
個
人
設
置
で　

�
以
上
、
共
同

３０

設
置（
２
戸
以
上
）で　

�
以
上
の
設

６０

置
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

材
料
ご
と
の
補
助
額
（
１
�
当
た

り
）
は
表
①
の
と
お
り
で
す
。

　

イ
ノ
シ
シ
等 
捕
獲
柵　

　
　
　
　
　
　

設
置
事
業

　

集
落
や
猟
友
会
が
イ
ノ
シ
シ
等
の

捕
獲
柵
（
１
基
当
た
り
５
万
円
以
上

の
も
の
）
を
購
入
ま
た
は
設
置
す
る

場
合
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
捕
獲
柵
の
管
理
者
が
、

網
・
わ
な
狩
猟
免
許
を
取
得
し
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

補
助
率
等
は
表
②
の
と
お
り
で
す
。

備   考共同設置個人設置

新規購入資材費
の１／２以内

２５０ 円２００円ト タ ン

１６０ 円１３０円電 気 柵

１００ 円８０円網

４５０円３５０円
野猿侵入
防 止 柵

備　　   考補助率等種　類

事業費限度額 ３０万円／基購入、設置費の１／２以内固 定 柵

事業費限度額 ２０万円／基購入費の１／２以内移 動 柵

表①　イノシシ等防護柵　　　　（１�当たり）

表②　イノシシ等捕獲柵

施
設
見
学
会
を
開
催

　

下
水
道
の
日
に
合
わ
せ
、
浄
化
セ

ン
タ
ー
の
施
設
見
学
会
を
行
い
ま
す
。

　

見
学
を
希
望
す
る
人
は
、
事
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
日
時
…
９
月　

日
�
・　

日
�

１０

１１

※
両
日
と
も
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

▽
場
所
…
高
梁
浄
化
セ
ン
タ
ー

 

（
原
田
南
町
）

下
水
道
の
使
用
は
正
し
く

　

下
水
道
に
は
何
で
も
流
し
て
い
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
し
く
使

用
し
な
い
と
、
下
水
道
処
理
施
設
の

故
障
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

特
に
、
野
菜
く
ず
や
残
飯
、
使
用

済
み
食
用
油
な
ど
は
、
配
水
管
を
詰

ま
ら
せ
た
り
、
汚
水
ま
す
・

・

に
沈
殿
し

て
悪
臭
発
生
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

生
ご
み
は
ク
リ
ー
ン
ネ
ッ
ト
な
ど

で
集
め
、
食
用
油
は
新
聞
紙
な
ど
に

染
み
込
ま
せ
る
か
、
凝
固
剤
で
固
め

て
燃
や
せ
る
ゴ
ミ
と
し
て
出
し
ま

し
ょ
う
。

９
月　

日
は 

下
水
道
の
日
で
す

１０

市は、農林作物をイノシシ等の有害鳥獣の被害から守るための
防護柵や捕獲柵の設置に対して補助金を交付します。

新
し
い
下
水
道
の
使
用
区
域

　

９
月　

日
か
ら
、
津
川
町
今
津
地

２０

区
の
一
部（
今
津
上
）で
、下
水
道
が

使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗

便
所
へ
の
改
造
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
地
区
の
皆
さ
ん

は
早
期
に
ト
イ
レ
等
の
水
洗
化
工
事

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
す
で
に
下
水
道
が
使
用
で

き
る
区
域
で
未
接
続
の
人
は
早
急
に

下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
で
は
排
水
設
備
等
の
改
造
工
事

費
用
に
つ
い
て
、
融
資
を
あ
っ
せ
ん

し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
詳
し
く
は
７
月
号
８
ペ
ー
ジ
）

■
問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課
管
理
係

（
�
�
０
２
４
４
）

■下水道使用可能区域

■問い合わせ・申請先　農林課農政係（��０２２３）・林政係（��０２２５）
　　　　　　　　　　　 または各地域局産業建設課
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現在受給中の人対　　　　象手　当　名

「現況届」を未提出の人は、早急に提
出してください。提出されない場合
は手当が支給されないことがありま
すので、ご注意ください。

小学校修了前の児童を監護している人① 児童手当

８月３１日�までに、「現況届」を社
会福祉課または各地域局住民福祉課
へ提出してください。

母子家庭（父・母が婚姻を解消した、父が
死亡した、父が重度の障害状態にある、父
が行方不明、父が児童を１年以上遺棄して
いる、母が婚姻によらないで懐胎した等の
状態にある児童を養育している家庭）であ
り、１８歳未満の児童を監護している人

② 児童扶養手当

９月１０日�までに、「所得状況届」
を社会福祉課または各地域局住民福
祉課へ提出してください。

２０歳未満の精神または身体に障害のある児
童を監護している人③ 特別児童扶養手当

８月３１日�までに、「現況届」を社
会福祉課または各地域局住民福祉課
へ提出してください。

２０歳未満で、精神または身体に重度の障害
があり、日常生活において常時特別な介護
が必要な児童

④ 障害児福祉手当

２０歳以上で、精神または身体に重度の障害
があり、日常生活において常時特別な介護
を必要とする人

⑤ 特別障害者手当

（注）監護 … 児童の生活の面倒を見ていること。
※ ただし、次の場合は手当を受けられません。
① ……… 受給される人の所得が一定額を超える場合
②～⑤ … 受給者、障害者 ( 児 ) または扶養義務者の所得が一定額を超える場合
②～⑤ … 対象児童、障害者 ( 児 ) が社会福祉施設・児童入所施設等に入所している場合など

☆ 年金・激励金について
給　付　額対　　　象年金（激励金）名

※ 年額

�の場合  ……………………７３,５００円

�の場合  ……………………３６,８００円

身体に障害がある２０歳未満の児童で、下記
に該当する児童。ただし、障害児福祉手当
を受給中の人は対象となりません。
�身体障害者手帳１・２級、または知能指
　数がおおむね３５以下の場合
�身体障害者手帳３級、または知能指数が
　おおむね３６以上５０以下の場合

① 心身障害児童年金

※ 児童 1人につき年額

�両親を亡くした児童  ……３６,８００円

�両親の一方を亡くした児童  …２４,３００円

両親またはその一方を亡くした児童で、１５
歳に達した年度末までの児童、およびその
後も引き続き中学校に在学する児童。

② 遺児年金

�小学校・中学校入学時  …１０,０００円
�中学校（中学部）卒業時  …１０,０００円
�在学中遺児となったとき  …１０,０００円

保護者と死別した義務教育修了前の児童
で、保護世帯または保護世帯に準ずる世帯
に属している児童。

③ 遺児激励金

☆ 手当について

■問い合わせ・申請先
社会福祉課児童福祉係（��０２６４）
または各地域局住民福祉課（有漢��３２１２、成羽��３２１３、川上��２２００、備中��４５１２）

各種手当等の申請をお忘れなく ！
市は、次に該当する人に対して、手当等を支給しています。
受給には申請が必要となりますので、忘れずに手続きしてください。

（注）


